
   
 

（別紙２） 

令和７年度補正予算「スマート農業技術開発・供給加速化対策」 
（うち重点課題対応型研究開発（民間事業者対応型） 

審査基準 
 

１ 必須項目 

項目 内容 指標 適否 

（１）研究

実 施 主

体 の 適

格性 

研究グループの要件に適合しているか 
・満たしている 

・満たしていない 

・適合 

・不適合 

農業の生産性の向上のためのスマート農業

技術の活用の促進に関する法律（令和６年法

律第 63 号。以下「スマート農業技術活用促

進法」という。）第 13条第４項に基づく認定

を受けている、又は認定を受けていないが認

定に必要となる手続・検討を進めているか 
 

・認定を受けている、又は

認定を受けていないが

必要な手続・検討を進め

ている 

・認定を受けておらず、必

要な手続・検討も進めて

いない 

・適合 

・条件付

き適合 

・不適合 

（２）研究

課題・内

容 の 適

格性 

公募分野を対象とした研究であるか 

・公募分野を対象とした

研究である 

・公募分野を対象とした

研究でない 

・適合 

・不適合 

事業で実施する内容が、該当するスマート農

業技術活用促進法第 13 条第４項に基づき認

定を受けた、又は認定を受けることが確実で

ある開発供給実施計画の内容の全部又は一

部に即しているか 
 

・開発供給実施計画に即

しており、開発供給実施

計画に記載されていな

い内容を含んでいない 

・開発供給実施計画に即

しているが、開発供給実

施計画に記載されてい

ない内容を含んでいる  

・開発供給実施計画に即

していない 

・適合 

・条件付

き適合 

・不適合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

２ 審査項目 

（１－１）研究課題及び開発等技術の意義に対する審査 

 項目 ア 課題設定の適切性 

内容 
農業者へのヒアリングや統計情報の活用等により、農業生産現場のニーズを適切に調査・分

析し、当該調査結果に基づく適切な目標設定がなされているか 

指標及
び配点 

A：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされている 6点 

B：農業生産現場のニーズに概ね適合した目標設定がなされている 4点 

C：農業生産現場のニーズに一部適合した目標設定がなされている 2点 

D：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされていない 0点 

項目 イ 既存研究・技術からの独立性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、既に広く普及している技術の単純な再現に該当せ

ず、また、公的研究費により実施された既存の研究開発課題と目的、内容、成果の観点で重

複することなく、独立した技術開発として位置付けられているか 

指標及
び配点 

A：既存研究・既存技術と明確に異なり、目的・内容・成果の観点で独立性が高い 6点 

B：既存研究・既存技術との差異について概ね妥当な説明があり、独立性が示されている 4点 

C：部分的に独立性が認められるものの、既存研究・既存技術との類似が残り、差別

化が限定的である 
2点 

D：既存研究・既存技術と目的・内容が大きく重複しており、独立性が認められない 0点 

項目 ウ 開発等技術の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、当該研究計画において対象としている品目や農作業

の労働生産性向上（労働時間削減又は付加価値額向上）に有効なものか 

指標及
び配点 

A：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に大きく寄与する技術である 10点 

B：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に寄与する技術である 6点 

C：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に一部寄与する技術である 3点 

D：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上にほとんど寄与しない技術である 0点 

項目 エ 開発等される製品・サービスの農業経営における利益増加効果 

内容 
開発等される製品・サービスが、既存又は類似のもの（スマート農業技術以外の製品等も含

む）と比較して、労働時間の削減や収量・品質の向上等を通じて、当該製品等を導入した農

業経営の利益を増加させることが見込まれるか 

指標及
び配点 

A：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を大きく増加させることが見

込まれる 
10点 

B：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を増加させることが見込まれ

る 
6点 

C：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を一部増加させることが見込

まれる 
3点 

D：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を増加させることが見込まれ

ない 
0点 

項目 オ 開発等技術の適用性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、複数の品目や作業、多様な生産環境に適用可能であ

り、多くの農業者や産地に裨益するものか 

指標及
び配点 

A：多くの農業者や産地が活用可能な技術である 10点 

B：一定程度の農業者や産地が活用可能な技術である 6点 

C：一部の農業者や産地が活用可能な技術である 3点 



   
 

 項目 カ 導入障壁低減効果の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術の低コスト化等、製品・サービスの導入障壁を下げるた

めの取組が含まれ、かつその取組は有効なものか 

指標及
び配点 

A：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、多く

の農業者が導入しやすい価格となることが見込まれる 
3点 

B：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一定

程度の農業者にとって導入しやすい価格となることが見込まれる 
2点 

C：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一部

の農業者にとって導入しやすい価格となることが見込まれる 
1点 

D：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれない、

又は含まれるが、ほとんどの農業者が導入しにくい価格となることが予想される 
0点 

 

  

（１－２）研究計画に対する審査 

 項目 ア 技術の構成方法の妥当性 

内容 
目標とする労働生産性向上の効果を達成するために、適切な要素技術を選定する等、妥当な

技術的アプローチの選定がなされているか 

指標及
び配点 

A：最終目標に対し、最適な技術的アプローチが選定されている 10点 

B：最終目標に対し、概ね適切な技術的アプローチが選定されている 6点 

C：選定した技術的アプローチにより最終目標の達成は可能であるが、より効率的

な目標達成が可能な技術的アプローチが別に存在する 
3点 

D：選定した技術的アプローチでは最終目標の達成は困難である 0点 

項目 イ 研究計画の正確性・妥当性 

内容 
当該研究計画が、社会実装を見据えて立案され、かつ、研究期間内に成果を得るための適切

なマイルストーン・スケジュールが設定されているか 

指標及
び配点 

A：当該研究計画が、十分に社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目標

を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定も

実現性の高いものとなっている 

10点 

B：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目

標を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定

は一定の実現性のあるものとなっている 

6点 

C：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、最終目標を概

ね適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定されているが、スケジュー

ル設定は実現性の乏しいものとなっている 

3点 

D：当該研究計画が、社会実装を見据えて立案されておらず、最終目標に照らして

適切なマイルストーンが設定されていない 
0点 

項目 ウ 研究経費の妥当性 

内容 当該研究の計画において、研究内容を踏まえ、適切に事業費が計上されているか 

指標及
び配点 

A：不要な備品の購入計画等もなく、必要十分な経費が計上されている 6点 

B：一部、不要と思われる備品の購入計画等はあるが、概ね必要な経費が計上され

ている 
3点 

C：多くの不要な支出計画が組まれており、過剰な経費が計上されている又は必要

な経費が計上されていない 
0点 



   
 

 

（２）政策加点 

 項目 ア 生産振興施策上の技術開発の必要性 

内容 
開発等による省力化や高度化の必要性が高い技術であるか（生産量が多い等より重要な品目

を対象にしており、生産現場からのニーズが高く、既存技術と比較して省力化等の効果が優

位な技術であるか） 

指標及
び配点 

A：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が高い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が高い技術である 
15点 

B：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がある品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がある技術である 
10点 

C：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がやや低い品目・作業を対象と

する技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が一部ある技

術である 

5点 

D：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が低い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がない技術である 
0点 

項目 イ 開発等技術の早期実用化の可能性 

内容 

食料・農業・農村基本計画で定められた KPI である、スマート農業技術活用促進法に基づ

く基本方針第二の 1 の（２）に位置付けられたスマート農業技術等の令和 12 年度までの

実用化の達成に向けて、当該研究計画の成果は当該目標年限に照らして早期の実用化が見込

まれるか 

指標及
び配点 

A：早期の実用化（令和 11 年度以前）が見込まれる 3点 

B：早期の実用化（令和 11 年度以前）は見込まれない 0点 

項目 ウ 関連する施策との整合性 

内容 

関連する施策と整合しているか 

①みどりの食料システム戦略の推進に資する研究課題 

②参画する民間事業者がマッチングファンド方式（研究費の一部を企業負担）を実施する場合 

③地域金融機関等が研究グループに参画し、研究実施計画に研究・検証等を実施することが

明確に記載されている場合 

指標及
び配点 

A：①、②又は③のいずれかに該当 1点 

B：①、②又は③のいずれにも該当しない 0点 

項目 エ 中山間地域の課題への対応度 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

 項目 エ 研究体制の有効性・妥当性 

内容 
当該研究計画の遂行に必要な機関や者が参画しており、また、適切に役割分担がなされてい

るか 

指標及
び配点 

A：遂行に当たり必要な機関や者が過不足なく参画しており、綿密な連携も見込まれる 10点 

B：遂行に当たり必要な機関や者が概ね参画しており、一定程度の連携も見込まれる 6点 

C：遂行に当たり必要な機関や者が一部参画しており、最低限の連携は見込まれる 3点 

D：遂行に当たり必要な機関や者の参画がなく、連携が見込まれない 0点 



   
 

 項目 オ スマート農業技術活用促進法における開発供給実施計画の認定取得等 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

項目 カ 研究体制の優位性 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

  



   
 

令和７年度補正予算「スマート農業技術開発・供給加速化対策」 
（うち低コスト・小型化等現場ニーズ即応型開発） 

審査基準 
 

１ 必須項目 

項目 内容 指標 適否 

（１）研究

実 施 主

体 の 適

格性 

研究グループの要件に適合しているか 
・満たしている 

・満たしていない 

・適合 

・不適合 

（２）研究

課題・内

容 の 適

格性 

公募分野を対象とした研究であるか 

・公募分野を対象とした

研究である 

・公募分野を対象とした

研究でない 

・適合 

・不適合 

 

 

  



   
 

２ 審査項目 

（１－１）研究課題及び開発等技術の意義に対する審査 

 項目 ア 課題設定の適切性 

内容 
農業者へのヒアリングや統計情報の活用等により、農業生産現場のニーズを適切に調査・分

析し、当該調査結果に基づく適切な目標設定がなされているか 

指標及
び配点 

A：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされている 10点 

B：農業生産現場のニーズに概ね適合した目標設定がなされている 6点 

C：農業生産現場のニーズに一部適合した目標設定がなされている 3点 

D：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされていない 0点 

項目 イ 既存研究・技術からの独立性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、既に広く普及している技術の単純な再現に該当せ

ず、また、公的研究費により実施された既存の研究開発課題と目的、内容、成果の観点で重

複することなく、独立した技術開発として位置付けられているか 

指標及
び配点 

A：既存研究・既存技術と明確に異なり、目的・内容・成果の観点で独立性が高い 6点 

B：既存研究・既存技術との差異について概ね妥当な説明があり、独立性が示されている 4点 

C：部分的に独立性が認められるものの、既存研究・既存技術との類似が残り、差別

化が限定的である 
2点 

D：既存研究・既存技術と目的・内容が大きく重複しており、独立性が認められない 0点 

項目 ウ 開発等技術の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、当該研究計画において対象としている品目や農作業

の労働生産性向上（労働時間削減又は付加価値額向上）に有効なものか 

指標及
び配点 

A：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に大きく寄与する技術である 6点 

B：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に寄与する技術である 4点 

C：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に一部寄与する技術である 2点 

D：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上にほとんど寄与しない技術である 0点 

項目 エ 開発等される製品・サービスの農業経営における利益増加効果 

内容 
開発等される製品・サービスが、既存又は類似のもの（スマート農業技術以外の製品等も含

む）と比較して、労働時間の削減や収量・品質の向上等を通じて、当該製品等を導入した農

業経営の利益を増加させることが見込まれるか 

指標及
び配点 

A：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を大きく増加させることが見

込まれる 
10点 

B：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を増加させることが見込まれる 6点 

C：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を一部増加させることが見込まれる 3点 

D：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を増加させることが見込まれない 0点 

項目 オ 開発等技術の適用性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、複数の品目や作業、多様な生産環境に適用可能であ

り、多くの農業者や産地に裨益するものか 

指標及
び配点 

A：多くの農業者や産地が活用可能な技術である 6点 

B：一定程度の農業者や産地が活用可能な技術である 4点 

C：一部の農業者や産地が活用可能な技術である 2点 



   
 

 

 項目 カ 導入障壁低減効果の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術の低コスト化・小型化等、製品・サービスの導入障壁を

下げるための取組が含まれ、かつその取組は有効なものか 

指標及
び配点 

A：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、多く

の農業者が導入しやすい価格・大きさとなることが見込まれる 
10点 

B：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一定

程度の農業者にとって導入しやすい価格・大きさとなることが見込まれる 
6点 

C：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一部

の農業者にとって導入しやすい価格・大きさとなることが見込まれる 
3点 

D：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれない、

又は含まれるが、ほとんどの農業者が導入しにくい価格・大きさとなることが予

想される 

0点 

（１－２）研究計画に対する審査 

 項目 ア 技術の構成方法の妥当性 

内容 
目標とする労働生産性向上の効果を達成するために、適切な要素技術を選定する等、妥当な

技術的アプローチの選定がなされているか 

指標及
び配点 

A：最終目標に対し、最適な技術的アプローチが選定されている 6点 

B：最終目標に対し、概ね適切な技術的アプローチが選定されている 4点 

C：選定した技術的アプローチにより最終目標の達成は可能であるが、より効率的

な目標達成が可能な技術的アプローチが別に存在する 
2点 

D：選定した技術的アプローチでは最終目標の達成は困難である 0点 

項目 イ 研究計画の正確性・妥当性 

内容 
当該研究計画が、社会実装を見据えて立案され、かつ、研究期間内に成果を得るための適切

なマイルストーン・スケジュールが設定されているか 

指標及
び配点 

A：当該研究計画が、十分に社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目標

を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定も

実現性の高いものとなっている 

6点 

B：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目

標を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定

は一定の実現性のあるものとなっている 

4点 

C：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、最終目標を概

ね適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定されているが、スケジュー

ル設定は実現性の乏しいものとなっている 

2点 

D：当該研究計画が、社会実装を見据えて立案されておらず、最終目標に照らして

適切なマイルストーンが設定されていない 
0点 

項目 ウ 研究経費の妥当性 

内容 当該研究の計画において、研究内容を踏まえ、適切に事業費が計上されているか 

指標及
び配点 

A：不要な備品の購入計画等もなく、必要十分な経費が計上されている 6点 

B：一部、不要と思われる備品の購入計画等はあるが、概ね必要な経費が計上され

ている 
3点 

C：多くの不要な支出計画が組まれており、過剰な経費が計上されている又は必要

な経費が計上されていない 
0点 



   
 

 

 

（２）政策加点 

 項目 ア 生産振興施策上の技術開発の必要性 

内容 
開発等による省力化や高度化の必要性が高い技術であるか（生産量が多い等より重要な品目

を対象にしており、生産現場からのニーズが高く、既存技術と比較して省力化等の効果が優

位な技術であるか） 

指標及
び配点 

A：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が高い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が高い技術である 
10点 

B：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がある品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がある技術である 
6点 

C：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がやや低い品目・作業を対象と

する技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が一部ある技

術である 

3点 

D：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が低い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がない技術である 
0点 

項目 イ 開発等技術の早期実用化の可能性 

内容 

食料・農業・農村基本計画で定められた KPI である、スマート農業技術活用促進法に基づく

基本方針第二の 1 の（２）に位置付けられたスマート農業技術等の令和 12 年度までの実

用化の達成に向けて、当該研究計画の成果は当該目標年限に照らして早期の実用化が見込ま

れるか 

指標及
び配点 

A：早期の実用化（令和 11 年度以前）が見込まれる 4点 

B：早期の実用化（令和 11 年度以前）は見込まれない 0点 

項目 ウ 関連する施策との整合性 

内容 

関連する施策と整合しているか 

①みどりの食料システム戦略の推進に資する研究課題 

②参画する民間事業者がマッチングファンド方式（研究費の一部を企業負担）を実施する場合 

③地域金融機関等が研究グループに参画し、研究実施計画に研究・検証等を実施することが

明確に記載されている場合 

指標及
び配点 

A：①、②又は③のいずれかに該当  1点 

B：①、②又は③のいずれにも該当しない 0点 

 項目 エ 研究体制の有効性・妥当性 

内容 
当該研究計画の遂行に必要な機関や者が参画しており、また、適切に役割分担がなされてい

るか 

指標及
び配点 

A：遂行に当たり必要な機関や者が過不足なく参画しており、綿密な連携も見込ま

れる 
6点 

B：遂行に当たり必要な機関や者が概ね参画しており、一定程度の連携も見込まれ

る 
4点 

C：遂行に当たり必要な機関や者が一部参画しており、最低限の連携は見込まれる 2点 

D：遂行に当たり必要な機関や者の参画がなく、連携が見込まれない 0点 



   
 

 

 項目 エ 中山間地域の課題への対応度 

内容 
当該研究の実施が、公募分野の別表２で示す公募対象技術に該当し、かつ、中山間地域の課

題の解決につながるか 

指標及
び配点 

A：当該研究が、別表２で示す技術に該当する 10点 

B：当該研究が、別表２で示す技術に該当しない 0点 

項目 オ スマート農業技術活用促進法における開発供給実施計画の認定取得等 

内容 
当該研究計画で実施する内容が、スマート農業技術活用促進法における認定を受けた、又は

認定に必要となる手続を進めている開発供給実施計画の内容の全部又は一部に即しており、

かつ研究主体に当該開発供給実施計画の認定者（代表者）を含むか。 

指標及
び配点 

A：該当する 3点 

B：該当しない 0点 

項目 カ 研究体制の優位性 

内容 - 
指標及
び配点 

- -点 

  



   
 

令和７年度補正予算「スマート農業技術開発・供給加速化対策」 

（うち技術改良・新たな栽培方法の確立の促進） 
審査基準 

 

１ 必須項目 

項目 内容 指標 適否 

（１）研究

実 施 主

体 の 適

格性 

研究グループの要件に適合しているか 
・満たしている 

・満たしていない 

・適合 

・不適合 

スマート農業技術活用促進法第 13 条第４項

に基づく認定を受けている、又は認定を受け

ていないが認定に必要となる手続・検討を進

めているか 
 

・認定を受けている、又は

認定を受けていないが

必要な手続・検討を進め

ている 

・認定を受けておらず、必

要な手続・検討も進めて

いない 

・適合 

・条件付

き適合 

・不適合 

（２）研究

課題・内

容 の 適

格性 

公募分野を対象とした研究であるか 

・公募分野を対象とした

研究である 

・公募分野を対象とした

研究でない 

・適合 

・不適合 

事業で実施する内容が、該当するスマート農

業技術活用促進法第 13 条第４項に基づき認

定を受けた、又は認定を受けることが確実で

ある開発供給実施計画の内容の全部又は一

部に即しているか 
 

・開発供給実施計画に即

しており、開発供給実施

計画に記載されていな

い内容を含んでいない 

・開発供給実施計画に即

しているが、開発供給実

施計画に記載されてい

ない内容を含んでいる  

・開発供給実施計画に即

していない 

・適合 

・条件付

き適合 

・不適合 

 

 

  



   
 

２ 審査項目 

（１－１）研究課題及び開発等技術の意義に対する審査 

 項目 ア 課題設定の適切性 

内容 
農業者へのヒアリングや統計情報の活用等により、農業生産現場のニーズを適切に調査・分

析し、当該調査結果に基づく適切な目標設定がなされているか 

指標及
び配点 

A：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされている 10点 

B：農業生産現場のニーズに概ね適合した目標設定がなされている 6点 

C：農業生産現場のニーズに一部適合した目標設定がなされている 3点 

D：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされていない 0点 

項目 イ 既存研究・技術からの独立性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、既に広く普及している技術の単純な再現に該当せ

ず、また、公的研究費により実施された既存の研究開発課題と目的、内容、成果の観点で重

複することなく、独立した技術開発として位置付けられているか 

指標及
び配点 

A：既存研究・既存技術と明確に異なり、目的・内容・成果の観点で独立性が高い 6点 

B：既存研究・既存技術との差異について概ね妥当な説明があり、独立性が示されている 4点 

C：部分的に独立性が認められるものの、既存研究・既存技術との類似が残り、差別

化が限定的である 
2点 

D：既存研究・既存技術と目的・内容が大きく重複しており、独立性が認められない 0点 

項目 ウ 開発等技術の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、当該研究計画において対象としている品目や農作業

の労働生産性向上（労働時間削減又は付加価値額向上）に有効なものか 

指標及
び配点 

A：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に大きく寄与する技術である 10点 

B：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に寄与する技術である 6点 

C：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に一部寄与する技術である 3点 

D：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上にほとんど寄与しない技術である 0点 

項目 エ 開発等される製品・サービスの農業経営における利益増加効果 

内容 
開発等される製品・サービスが、既存又は類似のもの（スマート農業技術以外の製品等も含

む）と比較して、労働時間の削減や収量・品質の向上等を通じて、当該製品等を導入した農

業経営の利益を増加させることが見込まれるか 

指標及
び配点 

A：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を大きく増加させることが見込まれる 10点 

B：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を増加させることが見込まれる 6点 

C：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を一部増加させることが見込まれる 3点 

D：既存又は類似の製品等と比較して、農業経営の利益を増加させることが見込まれない 0点 

項目 オ 開発等技術の適用性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、複数の品目や作業、多様な生産環境に適用可能であ

り、多くの農業者や産地に裨益するものか 

指標及
び配点 

A：多くの農業者や産地が活用可能な技術である 10点 

B：一定程度の農業者や産地が活用可能な技術である 6点 

C：一部の農業者や産地が活用可能な技術である 3点 

 



   
 

 項目 カ 導入障壁低減効果の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術の低コスト化等、製品・サービスの導入障壁を下げるた

めの取組が含まれ、かつその取組は有効なものか 

指標及
び配点 

A：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、多く

の農業者が導入しやすい価格となることが見込まれる 
10点 

B：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一定

程度の農業者にとって導入しやすい価格となることが見込まれる 
6点 

C：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一部

の農業者にとって導入しやすい価格となることが見込まれる 
3点 

D：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれない、

又は含まれるが、ほとんどの農業者が導入しにくい価格となることが予想される 
0点 

 

（１－２）研究計画に対する審査 

 項目 ア 技術の構成方法の妥当性 

内容 
目標とする労働生産性向上の効果を達成するために、適切な要素技術を選定する等、妥当な

技術的アプローチの選定がなされているか 

指標及
び配点 

A：最終目標に対し、最適な技術的アプローチが選定されている 10点 

B：最終目標に対し、概ね適切な技術的アプローチが選定されている 6点 

C：選定した技術的アプローチにより最終目標の達成は可能であるが、より効率的

な目標達成が可能な技術的アプローチが別に存在する 
3点 

D：選定した技術的アプローチでは最終目標の達成は困難である 0点 

項目 イ 研究計画の正確性・妥当性 

内容 
当該研究計画が、社会実装を見据えて立案され、かつ、研究期間内に成果を得るための適切

なマイルストーン・スケジュールが設定されているか 

指標及
び配点 

A：当該研究計画が、十分に社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目標

を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定も

実現性の高いものとなっている 

10点 

B：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目

標を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定

は一定の実現性のあるものとなっている 

6点 

C：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、最終目標を概

ね適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定されているが、スケジュー

ル設定は実現性の乏しいものとなっている 

3点 

D：当該研究計画が、社会実装を見据えて立案されておらず、最終目標に照らして

適切なマイルストーンが設定されていない 
0点 

項目 ウ 研究経費の妥当性 

内容 当該研究の計画において、研究内容を踏まえ、適切に事業費が計上されているか 

指標及
び配点 

A：不要な備品の購入計画等もなく、必要十分な経費が計上されている 6点 

B：一部、不要と思われる備品の購入計画等はあるが、概ね必要な経費が計上され

ている 
3点 

C：多くの不要な支出計画が組まれており、過剰な経費が計上されている又は必要

な経費が計上されていない 
0点 



   
 

 

 

（２）政策加点 

 項目 ア 生産振興施策上の技術開発の必要性 

内容 
開発等による省力化や高度化の必要性が高い技術であるか（生産量が多い等より重要な品目

を対象にしており、生産現場からのニーズが高く、既存技術と比較して省力化等の効果が優

位な技術であるか） 

指標及
び配点 

A：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が高い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が高い技術である 
10点 

B：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がある品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がある技術である 
6点 

C：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がやや低い品目・作業を対象と

する技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が一部ある技

術である 

3点 

D：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が低い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がない技術である 
0点 

項目 イ 開発等技術の早期実用化の可能性 

内容 - 

 - -点 

項目 ウ 関連する施策との整合性 

内容 

関連する施策と整合しているか 

①みどりの食料システム戦略の推進に資する研究課題 

②参画する民間事業者がマッチングファンド方式（研究費の一部を企業負担）を実施する場合 

③地域金融機関等が研究グループに参画し、研究実施計画に研究・検証等を実施することが

明確に記載されている場合 

指標及
び配点 

A：①、②又は③のいずれかに該当  2点 

B：①、②又は③のいずれにも該当しない 0点 

項目 エ 中山間地域の課題への対応度 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

項目 オ スマート農業技術活用促進法における開発供給実施計画の認定取得等 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

 項目 エ 研究体制の有効性・妥当性 

内容 
当該研究計画の遂行に必要な機関や者が参画しており、また、適切に役割分担がなされてい

るか 

指標及
び配点 

A：遂行に当たり必要な機関や者が過不足なく参画しており、綿密な連携も見込まれる 6点 

B：遂行に当たり必要な機関や者が概ね参画しており、一定程度の連携も見込まれる 4点 

C：遂行に当たり必要な機関や者が一部参画しており、最低限の連携は見込まれる 2点 

D：遂行に当たり必要な機関や者の参画がなく、連携が見込まれない 0点 



   
 

 項目 カ 研究体制の優位性 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

  



   
 

令和７年度補正予算「スマート農業技術開発・供給加速化対策」 
（うち先行的研究開発支援） 

審査基準 
 

１ 必須項目 

項目 内容 指標 適否 

（１）研究

実 施 主

体 の 適

格性 

研究グループの要件に適合しているか 
・満たしている 

・満たしていない 

・適合 

・不適合 

（２）研究

課題・内

容 の 適

格性 

公募分野を対象とした研究であるか 

・公募分野を対象とした

研究である 

・公募分野を対象とした

研究でない 

・適合 

・不適合 

 

 

  



   
 

２ 審査項目 

（１－１）研究課題及び開発等技術の意義に対する審査 

 項目 ア 課題設定の適切性 

内容 
農業者へのヒアリングや統計情報の活用等により、農業生産現場のニーズを適切に調査・分

析し、当該調査結果に基づく適切な目標設定がなされているか 

指標及
び配点 

A：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされている 15点 

B：農業生産現場のニーズに概ね適合した目標設定がなされている 10点 

C：農業生産現場のニーズに一部適合した目標設定がなされている 5点 

D：農業生産現場のニーズに適合した目標設定がなされていない 0点 

項目 イ 既存研究・技術からの独立性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、既に広く普及している技術の単純な再現に該当せ

ず、また、公的研究費により実施された既存の研究開発課題と目的、内容、成果の観点で重

複することなく、独立した技術開発として位置付けられているか 

指標及
び配点 

A：既存研究・既存技術と明確に異なり、目的・内容・成果の観点で独立性が高い 10点 

B：既存研究・既存技術との差異について概ね妥当な説明があり、独立性が示されている 6点 

C：部分的に独立性が認められるものの、既存研究・既存技術との類似が残り、差別

化が限定的である 
3点 

D：既存研究・既存技術と目的・内容が大きく重複しており、独立性が認められない 0点 

項目 ウ 開発等技術の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、当該研究計画において対象としている品目や農作業

の労働生産性向上（労働時間削減又は付加価値額向上）に有効なものか 

指標及
び配点 

A：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に大きく寄与する技術である 6点 

B：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に寄与する技術である 4点 

C：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上に一部寄与する技術である 2点 

D：開発等の対象の品目・農作業の労働生産性向上にほとんど寄与しない技術である 0点 

項目 エ 開発等される製品・サービスの農業経営における利益増加効果 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

項目 オ 開発等技術の適用性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術が、複数の品目や作業、多様な生産環境に適用可能であ

り、多くの農業者や産地に裨益するものか 

指標及
び配点 

A：多くの農業者や産地が活用可能な技術である 6点 

B：一定程度の農業者や産地が活用可能な技術である 4点 

C：一部の農業者や産地が活用可能な技術である 2点 

 

  



   
 

 項目 カ 導入障壁低減効果の有効性 

内容 
開発等を実施するスマート農業技術の低コスト化等、製品・サービスの導入障壁を下げるた

めの取組が含まれ、かつその取組は有効なものか 

指標及
び配点 

A：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、多く

の農業者が導入しやすい価格となることが期待される 
3点 

B：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一定

程度の農業者にとって導入しやすい価格となることが期待される 
2点 

C：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれ、一部

の農業者にとって導入しやすい価格となることが期待される 
1点 

D：低コスト化の取組等、製品・サービスの導入障壁を低減する取組が含まれない、

又は含まれるが、ほとんどの農業者が導入しにくい価格となることが予想される 
0点 

 

（１－２）研究計画に対する審査 

 項目 ア 技術の構成方法の妥当性 

内容 
目標とする労働生産性向上の効果を達成するために、適切な要素技術を選定する等、妥当な

技術的アプローチの選定がなされているか 

指標及
び配点 

A：最終目標に対し、最適な技術的アプローチが選定されている 15点 

B：最終目標に対し、概ね適切な技術的アプローチが選定されている 10点 

C：選定した技術的アプローチにより最終目標の達成は可能であるが、より効率的

な目標達成が可能な技術的アプローチが別に存在する 
5点 

D：選定した技術的アプローチでは最終目標の達成は困難である 0点 

項目 イ 研究計画の正確性・妥当性 

内容 
当該研究計画が、社会実装を見据えて立案され、かつ、研究期間内に成果を得るための適切

なマイルストーン・スケジュールが設定されているか 

指標及
び配点 

A：当該研究計画が、十分に社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目標

を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定も

実現性の高いものとなっている 

15点 

B：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、かつ、最終目

標を適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定され、スケジュール設定

は一定の実現性のあるものとなっている 

10点 

C：当該研究計画が、一定程度社会実装を見据えて立案されており、最終目標を概

ね適切にブレイクダウンしたマイルストーンが設定されているが、スケジュー

ル設定は実現性の乏しいものとなっている 

5点 

D：当該研究計画が、社会実装を見据えて立案されておらず、最終目標に照らして

適切なマイルストーンが設定されていない 
0点 

項目 ウ 研究経費の妥当性 

内容 当該研究の計画において、研究内容を踏まえ、適切に事業費が計上されているか 

指標及
び配点 

A：不要な備品の購入計画等もなく、必要十分な経費が計上されている 10点 

B：一部、不要と思われる備品の購入計画等はあるが、概ね必要な経費が計上され

ている 
5点 

C：多くの不要な支出計画が組まれており、過剰な経費が計上されている又は必要

な経費が計上されていない 
0点 



   
 

 

 

（２）政策加点 

 項目 ア 生産振興施策上の技術開発の必要性 

内容 
開発等による省力化や高度化の必要性が高い技術であるか（生産量が多い等より重要な品目

を対象にしており、生産現場からのニーズが高く、既存技術と比較して省力化等の効果が優

位な技術であるか） 

指標及
び配点 

A：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が高い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が高い技術である 
10点 

B：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がある品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がある技術である 
6点 

C：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性がやや低い品目・作業を対象と

する技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性が一部ある技

術である 

3点 

D：開発等される技術が、省力化や高度化の必要性が低い品目・作業を対象とする

技術であり、かつ既存技術と比較して省力化等の効果の優位性がない技術である 
0点 

項目 イ 開発等技術の早期実用化の可能性 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

項目 ウ 関連する施策との整合性 

内容 

関連する施策と整合しているか 

①みどりの食料システム戦略の推進に資する研究課題 

②参画する民間事業者がマッチングファンド方式（研究費の一部を企業負担）を実施する場

合 

③地域金融機関等が研究グループに参画し、研究実施計画に研究・検証等を実施することが

明確に記載されている場合 

指標及
び配点 

A：①、②又は③のいずれかに該当  1点 

B：①、②又は③のいずれにも該当しない 0点 

項目 エ 中山間地域の課題への対応度 

内容 - 

指標及
び配点 

- -点 

 項目 エ 研究体制の有効性・妥当性 

内容 
当該研究計画の遂行に必要な機関や者が参画しており、また、適切に役割分担がなされてい

るか 

指標及
び配点 

A：遂行に当たり必要な機関や者が過不足なく参画しており、綿密な連携も見込ま

れる 
6点 

B：遂行に当たり必要な機関や者が概ね参画しており、一定程度の連携も見込まれ

る 
4点 

C：遂行に当たり必要な機関や者が一部参画しており、最低限の連携は見込まれる 2点 

D：遂行に当たり必要な機関や者の参画がなく、連携が見込まれない 0点 



   
 

 

 項目 オ スマート農業技術活用促進法における開発供給実施計画の認定取得等 

内容 
当該研究計画で実施する内容が、スマート農業技術活用促進法における認定を受けた、又は

認定に必要となる手続を進めている開発供給実施計画の内容の全部又は一部に即しており、

かつ研究主体又は協力機関に当該開発供給実施計画の認定者（代表者）を含むか。 

指標及
び配点 

A：該当する 1点 

B：該当しない 0点 

項目 カ 研究体制の優位性 

内容 
以下の属性を満たす機関を研究グループに含む又は協力機関として置いているか。 

①社会実装を担う者 

②農業者等 

指標及
び配点 

A：①及び②の両方で該当する 2点 

B：①又は②のいずれかで該当する 1点 

C：①及び②のいずれにも該当しない 0点 

 


